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令和６年度 江戸川区食品衛生監視指導計画 

１ 食品衛生監視指導計画の概要 

（１）目的 

食品衛生法（以下「法」といいます。）では、食品の安全性を確保し飲食に起因する

衛生上の危害から国民の健康を保護するために行政の役割を明記しています。 
江戸川区では、法第 24 条に基づき「令和６年度食品衛生監視指導計画」を策定し、

地域の特性を踏まえた効率的な監視指導を実施するとともに、区民の食生活の安全・安

心の確保に努めます。 

 
（２）監視指導計画の実施期間 

令和６年４月１日から令和７年３月 31 日まで。 

 

２ 令和６年度監視指導計画における重点事業 

（１）ＨＡＣＣＰ（ハサップ）の導入・定着支援 

 

 

 

 

 
【令和６年度の取り組み】 

○ 新規事業者への導入支援 

新規事業者に対して、申請時や施設検査時にＨＡＣＣＰに沿った衛生管理計画を作成し

ているか確認します。小規模な飲食店に対しては、食品衛生管理ファイル（※）等を活用

し、各店舗で提供しているメニューを確認しながら、衛生管理計画作成をフォローするこ

とで、営業開始と同時にＨＡＣＣＰに沿った衛生管理ができるよう支援します。 

  （※）「食品衛生管理ファイル」は、「小規模な一般飲食店事業者向けＨＡＣＣＰの考え方を取り

入れた衛生管理の手引書」の内容に合致した衛生管理計画及び記録表です。 

○ 既存事業者への実施状況の確認及び指導 

保健所が施設を訪問した際に、衛生管理の方法や提供しているメニューを確認しなが

ら、衛生管理計画の内容や記録方法について確認し、適宜、助言指導を行います。 

 

（２）食中毒予防対策 

 
 
 
 
 
 

全ての食品等事業者を対象にＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が義務化され、施設に対して

導入支援を実施してきました。令和６年度も引き続き、新規事業者への支援や、既存の事

業者に対する実施状況の確認を行い、自主的な衛生管理のさらなる推進を図ります。 

 令和５年は、区内で３件の食中毒が発生し、その内訳はアニサキスによる食中毒が２件、

ノロウイルスによる食中毒が１件でした。 

東京都内では、アニサキス、カンピロバクター、ノロウイルスを病因物質とする食中毒

が上位を占めています。 
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【令和６年度の取り組み】 
○ 食肉を原因とする食中毒対策 

カンピロバクターや腸管出血性大腸菌による食中毒の発生を防ぐため、肉料理を提供

している店舗を中心に立入調査を行い、生肉料理のリスクや低温調理する際の注意点に

ついて指導します。あわせて消費者に対しても、食肉は十分に加熱して喫食するよう普

及啓発を行い、食中毒発生の防止に努めます。 

○ 大量調理施設に対する監視指導 
 給食施設や仕出し弁当店などの大量調理施設で食中毒が起きると、大規模な患者発生

につながるため、重点的に監視指導を行います。 

 ノロウイルスによる食中毒は、ノロウイルスに感染した調理従事者が食品を汚染す

ることによって発生する事例が多く、調理従事者の健康管理や手洗いの徹底などが

食中毒発生防止のために重要になります。ノロウイルスの流行時期を前に、高齢者

や乳幼児等が利用する社会福祉施設や学校などの給食施設を対象に引き続き立入検

査し、衛生監視指導を行います。保育園や学校等でノロウイルスが疑われる集団感

染事例が発生した際は、感染症対策係と連携して、立入調査を行い、施設内の正し

い消毒方法等について周知徹底をします。 

 カレーや煮込み料理などを作り置きした際、常温で長時間放置するとウエルシュ菌

による食中毒が発生する危険性があります。施設に対して、提供までの時間・温度

を確認し、適切に温度管理を行うよう指導します。 

 生野菜や浅漬けなど、野菜を加熱しないで提供する場合、腸管出血性大腸菌Ｏ１５

７等による食中毒が発生する危険性があります。施設に対して野菜の洗浄・殺菌方

法について確認し、必要に応じて次亜塩素酸ナトリウム等による殺菌を行うよう指

導します。 

○ その他の食中毒対策（アニサキス等） 

近年、アニサキス食中毒が多発していることを受けて、飲食店や魚介類販売業の営業

者に対し、食品衛生講習会の実施や通知文の送付、立入監視等を通して、アニサキス食

中毒予防の徹底を図ります。また、区民に対しても、街頭フェア等のイベントやホーム

ページ等を通じて、アニサキス食中毒予防に向けた普及啓発を実施します。 
 

（３）食品表示の監視指導 

 

 

 

 

 
【令和６年度の取り組み】 
 区内の製造業施設に立ち入りした際、タブレット端末を活用しながら、表示について効率的

に監視指導を行います。 

スーパーに対しては、表示ラベルの貼り間違えがないよう、立入監視時や講習会を通じて注

意喚起します。 

 

 表示ラベルの貼り間違え等により、アレルゲン表示が欠落し、食品の自主回収を行う事

案が散発しています。アレルゲンや期限表示などに関する情報は、安全性に重要な影響を

及ぼすため、適正な表示の実施を徹底させます。 
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３ 食品等営業施設への監視指導内容 

「食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）」、「と畜場法（昭和 28 年法律第 114 号）」、「食鳥処

理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成２年法律第 70 号）」、「東京都ふぐの取扱い規

制条例（昭和 61 年東京都条例第 51 号）」、「食品表示法（平成 25 年法律第 70 号）」、「東京都食

品安全条例（平成 16 年東京都条例第 67 号）」などの法令に基づき、区民が安全・安心な食生

活を送れるよう、次のとおり区内の食品関係施設に対して、施設や食品などの検査を実施しま

す。 

 

（１）年間事業計画に基づく監視指導（一斉検査） 

① 年間事業計画 

重点的監視対象である学校、社会福祉施設などの集団給食施設、大規模飲食店、仕出

し弁当店、スーパー、輸入食品販売店、縁日・祭礼時に出店する模擬店、食品製造業施

設など 567 施設に対し、年間を通じて別紙①の立入検査年間予定表に基づき、立入検査

を実施します。立入検査時には、食品関係営業施設の衛生面の保守管理、ＨＡＣＣＰに

沿った衛生管理の実施状況、食品の表示などについて、監視指導を行います。 

また、立入検査の予定に併せて、別紙②の実施計画に基づき、下記のとおり食品の検

査等を行います。 
 

ア 微生物検査（収去検査等）                  108 検体 

  （食中毒細菌等） 

イ 理化学検査（収去検査等）                   91 検体 

  （食品添加物、アレルギー物質、残留農薬等） 

ウ 簡易検査                           118 検体 

  （手指やまな板・冷蔵庫などの調理器具のふき取り検査） 

 
② 主な監視内容 

ア 夏期及び歳末一斉監視 

 食中毒の発生件数が増える夏期及び食品の流通量が多くなる歳末に、厚生労働省及

び消費者庁の方針を踏まえ、東京都と連携しながら、監視指導を重点的に実施します。 

 
イ 加工食品の食品添加物検査 

漬物や魚介類加工品、食肉製品などの加工食品に食品添加物が適正に使用されてい

るか検査を実施します。また、輸入食品については、輸出国での法規制が国内とは異

なる場合があるため、輸出国の添加物規制の状況や、検疫所における違反発見事例な

どの情報を踏まえ、検査を実施します。 

 

ウ 適正な食品表示の推進 

食品表示法に定める食品表示基準に基づき、食品の安全性に係る事項（衛生事項：

期限表示、添加物やアレルゲンなど）について、区内の製造業者や販売業者に対して

タブレット端末を活用しながら監視指導を行います。 
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また、食品表示法の栄養表示等に係る事項（保健事項：栄養成分表示、特定保健用

食品、栄養機能食品等）や、品質に関する事項（品質事項：原材料名、原産地名等）

についても、関係機関と連携協力して対応します。なお、栄養表示等に係る事項につ

いては、健康サービス課と合同でスーパー等へ立入りし、指導を行います。 

 

エ アレルギー物質検査 

 食物アレルギーに関する健康危害の発生を防止するため、区内の製造業施設で製造

したパンや菓子、そう菜等の食品を対象にアレルギー物質検査を行います。検査項目

は、卵と乳成分です。 

 
オ 残留農薬検査 

 輸入農産物加工品（冷凍野菜・果実等）を対象に、残留農薬検査を実施します。輸

入農産物加工品については、輸出国の農薬の使用状況が、法規制や気候などの違いに

より、国内とは異なる場合があります。このため輸出国の農薬の使用状況や、検疫所

における違反発見事例などの情報を踏まえ、効果的に実施します。 

 

カ ふぐ取扱い施設への指導 

ふぐ取扱責任者のいるふぐ取扱所（認証施設）に対して、専任のふぐ取扱責任者の

確認や、有毒部位の除去等、適正にふぐが取り扱われているかを監視指導します。 
 

キ 縁日・祭礼での模擬店の監視 

毎年、江戸川区花火大会や各地域まつりに、多くの臨時営業者や臨時出店者の届出

があります。これらの出店者に対して、食中毒や苦情の発生を未然に防ぐため事前指

導や現場における監視指導を行い、衛生管理の向上を図ります。 

 

ク 子ども食堂への衛生指導 

 近年、子どもの成長支援対策の一環として、地域のボランティアなどが手作りの料

理を提供する「子ども食堂」が区内各所で実施されています。社会福祉協議会事務局

等関連機関と連携しながら、これらの施設の活動状況を把握し、食の提供に伴う衛生

面での注意点等を指導します。 

 
（２）通常時における監視指導 

 一斉監視事業以外にも、日常的に食品取扱施設の監視指導を行います。また、新規や

更新の営業許可申請時にも監視指導を行います。 

 
（３）緊急監視 

違反食品の流通が発覚した場合、東京都や関係自治体と連携し、速やかに関連する営

業所の監視を実施します。また、区内において違反食品を発見した際は、東京都と連携

し違反食品の回収など迅速に危害の拡大防止を図ります。 
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（４）食中毒発生時や違反食品等への対応 

① 食中毒事故対応時の迅速化 

医師からの食中毒の届出や、区民から寄せられた情報をもとに、保健所が関係機関

と連携をしながら調査を行い、被害の拡大を防止します。また、食中毒発生の原因・

感染経路の解明及び再発防止に努めていきます。 

 
② 違反及び不良食品などへの対応 

監視指導の結果、違反及び不良食品などを発見した場合は、違反食品の販売禁止、

廃棄等の措置を行い、速やかに違反食品を排除します。また、当該違反食品等の製造

者、輸入者等を所管する自治体と連携して、違反原因の究明を行い、その結果を踏ま

え、再発防止を目的として改善指導を実施します。 

 

③ 苦情処理 

区民から寄せられた異物混入、カビの発生、健康被害などの食品の苦情･相談に対し

ては、迅速かつ的確に調査を実施し原因の究明にあたります。原因施設に対しては、

改善を指導し再発防止を図ります。 

 

④ 自主回収に関する対応 

令和３年６月１日から、食品衛生法及び食品表示法に基づき、食品等の自主回収（リ

コール）を行った場合、管轄の自治体に届け出ることが義務化されました。事業者が

自らの判断で食品などの自主回収を行い、当該食品が迅速に市場から排除され、再発

が防止されるよう指導を行います。 

 

⑤ 行政処分など 

食中毒の発生や違反食品の発見など、緊急な安全確保が必要とされる場合は、「危害

の除去命令（法第 59 条）」、「営業などの禁停止命令（法第 60 条、法第 61 条）」又は「施

設改善命令または許可の取り消し（法第 60 条、法第 61 条）」の不利益処分を行います。 

なお、悪質な事例については警察への告発を行います。また、食品表示法の違反に対

しては、関係機関と連携しながら食品表示法第６条に基づく処分を行います。 
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４ 事業者の自主的な衛生管理の推進と人材の育成 

（１）事業者の自主的な衛生管理の推進 

① 食品衛生責任者に対する講習会受講の促進 

営業者は、許可施設ごとに食品衛生責任者を設置しなければなりません。また、営業

者は、食品衛生責任者に講習会を受講させ、食品衛生に関する最新の知識を習得するよ

う努めることとしています。 
保健所は、食品衛生責任者が受講する実務講習会を年５回開催し、事業者に対して食

品衛生責任者が食品衛生講習会を受講するよう促します。 
 

② 従業員に対する検便の推奨 

事業者に対して、従業員が定期的に検便を実施するよう推奨します。食中毒の原因

となる細菌を保菌しながら業務に従事している従業員を発見し、食中毒を未然に防ぐ

ことがねらいです。また、検便を行うことで、従業員の衛生管理の意識向上につなが

ります。検便で腸管出血性大腸菌やサルモネラが検出された場合は、東京都が実施す

る保菌者検索事業に協力し、広域で食中毒の散発患者が発生していないか調査します。 

 

（２）江戸川区食品衛生協会の自主管理活動の支援 

江戸川区食品衛生協会は、食品による危害の発生を防止し、地域の食品衛生の向上

に寄与することを目的として作られた食品等事業者の団体です。現在、約 850 名の会

員が業種別の組合に加盟しており、自主的な衛生管理に努めています。 

① 食品衛生自治指導員活動の支援 

食品衛生自治指導員とは、食品衛生協会が食品衛生自治指導員養成教育の課程を修了

した者に委嘱した指導員のことです。会員の施設の巡回指導や衛生相談に応じています。

保健所は、食品衛生自治指導員を対象にした講習会等を通して、自治指導員活動を支援

しています。 
 

② 自主管理強調週間への協力 

毎年、６月の第１週を「自主管理強調週間」と位置付け、自主管理活動を行ってい

ます。会員自らが協会加盟店を巡回指導し、まな板や手指をふき取ったものを保健所

に持参してもらい、簡易な微生物検査を実施します。その結果を踏まえ、保健所は施

設に対して助言を行います。 

 

③ 仕出し弁当組合に対する自主検査の支援 

 仕出し弁当組合に加盟している店舗を対象に、４月から 10 月にかけて、店舗で調理

したそう菜類を保健所に持参してもらい、微生物検査を実施します。その結果を踏ま

え、保健所は施設に対して助言を行います。 

 

④ 食品衛生情報紙の発行 

食品衛生に関するトピックスをまとめた「食品衛生情報紙」を年４回発行します。

また緊急でお知らせする事項が発生した場合は、臨時号を発行し組合員に対して最新

の情報を提供します。 
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（３）学校・保育園等の給食施設に対する自主検査の支援 

区立小中学校、区立保育園及び私立保育園の給食施設を対象に、施設で調理したそう

菜類について、保健所に持参してもらい、微生物検査を実施します。その結果を踏まえ、

保健所は施設に対して衛生指導を行います。 

 

（４）食品衛生優良施設の表彰 

毎年 12 月に行われる江戸川区産業賞表彰式において、衛生的に優れた飲食店などを

食品衛生優良施設として表彰し、衛生意識の向上を図ります。 

 

（５）食品衛生講習会の開催 

食品衛生に係わる事業者の資質の向上を図るため、次のとおり食品衛生講習会を実施

し、対象者に受講を促します。 

 

① 業態別営業者講習会 

すし店・魚介類販売店、食肉販売店、集団給食施設など、業態ごとの営業者を対象に、

それぞれの業態特有の衛生管理を中心に食品衛生講習会を実施します。 

 

② 出張講習会 

集団給食施設や大規模調理施設などの要請に応じて、現場施設に出張して衛生講習会

を実施します。 

 

③ 食品衛生責任者実務講習会 

食品取扱施設の食品衛生責任者を対象に、事業者の責務、自主的な衛生管理に関する

事項や最近の食品衛生に関する事項について、実務講習会を各地域で開催します。 

 

④ オンライン講習会 

 ③の食品衛生責任者実務講習会を、動画を活用したオンライン形式で開催します。 

 

 

講習会名 回数（回） 受講予定人数（人） 実施月 

業態別営業者講習会 6 1,030 ４月～３月 

出張講習会 13 555 ４月～３月 

食品衛生責任者実務講習会 5 240 10,11,２,３月 

オンライン講習会 4 200 ４月～３月 

合計 28 2,025  
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５ 区民及び事業者との情報及び意見の交換（リスクコミュニケーション） 

消費者、食品関係事業者及び行政担当者の間で、情報と意見の交換を行い、意思の疎通と

相互理解を図ります。 

 

（１）食品衛生推進員活動 

江戸川区では、法第 67 条第２項に基づき区長が委嘱した、食品関係事業者、公募に

よる区民、学識経験者等からなる食品衛生推進員が、区民の食生活の安全・安心の確保

に寄与するための活動をしています。主な活動は以下のとおりです。 

① 食品衛生推進会議への参加 

年３回、食品衛生推進会議を開催します。消費者・事業者の、それぞれの立場か

ら意見交換及び情報共有を行い、地域の食品衛生の向上に関して必要な提言等を行

っています。 

 

② 江戸川区食品衛生大会の企画・運営 

毎年夏期に開催している「江戸川区食品衛生大会」は、食品衛生推進員が企画し、

江戸川区と江戸川区食品衛生協会の共催で実施しています。食品関係者、消費者及

び行政関係者が一堂に会し、その年の話題に即したテーマの講演や意見交換を行い

ます。 

 

③ 研修会の実施 

 食品衛生推進員の資質向上のため、年１回、研修会を実施しています。研修会で

は、模範的な衛生管理を実施している施設や、先進的な食品工場などを視察します。 

 

④ 街頭等での啓発活動 

 区民まつりなどの行事の際、模擬店を巡回して啓発活動を行っています。また、

各推進員の所属する団体等で、食品衛生推進員活動の周知や衛生教育を行います。 

 

（２）消費者、事業者への普及啓発 

① ホームページ等を活用した普及啓発 

食中毒多発期の注意喚起や食品衛生情報などを、「江戸川区ホームページ」、「Ｘ

（旧：ツイッター）」、「広報えどがわ」などの媒体を用いて、情報提供を行います。 

具体的には、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理について、ノロウイルス予防対策、食

肉の生または加熱不足を原因とする食中毒予防、家庭での食中毒の発生を予防する

ためのポイントや、有毒植物（スイセンや毒キノコ等）による食中毒を防止するた

めの情報提供をします。 
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② イベント等における普及啓発活動 

食品衛生街頭フェアや区民まつりなどのイベント、図書館でのパネル展示を通じ、

パンフレットの配布やアンケートを実施して、食品衛生知識の普及啓発を図るとと

もに、アンケート等を通して区民からの意見を収集し事業に反映していきます。 

 

開催予定時期 事業名 参加予定数（人） 

令和６年８月 食品衛生街頭フェア（食品衛生月間事業） 1,600 

令和６年 10 月 
区民まつり 

（食品衛生協会・食品衛生コーナー） 
2,000 

夏・冬 パネル展示（食中毒予防） 800 

 

③ 食中毒や違反情報などの公表 

法違反に対する営業停止などの不利益処分を実施したときは、食品衛生上の危害

の状況を明らかにし、拡大を防止するため、法第 69 条の規定に基づき、法違反者

の名称、施設名、法違反事項などを江戸川区ホームページで公表します。 

また、食品表示法第６条の規定による指示又は命令をしたときは、食品表示法第

７条に基づき公表をします。 

 

④ 食品衛生監視指導計画の作成と公表 

食品衛生監視指導計画の作成にあたっては、素案の段階からその内容を公表し、

区民の皆さんや食品等の事業者からのご意見を募ります。ご意見については、内容

を検討した上で計画に反映させていきます。決定した食品衛生監視指導計画は、江

戸川区ホームページなどの媒体を用いて全文を掲載します。また、監視指導の実施

状況については、食品等の検査結果や施設への立入状況などを取りまとめ、江戸川

区ホームページで公表します。 
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６ 実施機関及び他機関との連携体制について 

（１）監視指導体制 

江戸川区では、食品衛生に関する事業方針の決定や企画調整機能を江戸川保健所生活

衛生課（食品衛生担当）に置き、生活衛生課に所属する食品衛生監視員が効率的かつ効

果的な「食の安全・安心を確保するための監視指導」を実施します。 

また、令和６年度より施設監視時に使用するタブレット端末を新たに配備します。 

タブレット端末を導入することで、監視結果を現場で確認することが可能になり、より

効果化な指導を行うことができるようになります。また、さまざまなＷＥＢサービスを

活用することで、事業者からの相談に対し、迅速かつ分かりやすい対応が可能になりま

す。 

 

（２）試験検査体制 

江戸川区では、法第 29 条に基づく食品衛生検査施設を江戸川保健所生活衛生課保健

衛生研究センターに置き、検査などの業務の管理についての内部点検を行い、外部精度

管理調査を計画的に受けることで試験検査の信頼性を確保します。 
また、食品衛生監視指導に係る試験検査の一部を登録検査機関に委託し幅広く検査を

行い、食中毒などの原因究明や高度な試験検査を要する場合には、東京都健康安全研究

センターに依頼します。 

 

（３）国及び他自治体等との連携体制の確保 

輸入食品などの違反を発見した場合や、大規模な食中毒が発生した時など、厚生労働

省、農林水産省、消費者庁及び他の自治体等と別紙③のとおり連携協力していきます。

複数の都道府県等が関係する広域的な食中毒事案が発生した場合には、適切に原因調査、

情報共有等の対応が行われるよう、広域連携協議会を通じて、関係機関と相互に連携を

図りながら、協力していきます。 
なお、法に定めがあるものを除き、他の自治体との連絡調整は原則として東京都を通

じて行います。 
 

（４）食品衛生監視員及び検査担当者の研修 

厚生労働省、東京都及び特別区が実施する研修や食品衛生学会などへの参加により、

食品衛生監視員の知識や監視指導技術などの向上を図ります。 

また、検査担当者の技術の維持、新たな検査技術の習得のため、東京都健康安全研究

センターを中心とした実務研修、各種学会、講習会などを通じ検査情報の収集を図りま

す。 
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令和６年度 立入検査年間予定表 

４～５月 ６～８月 ９～10 月 11～12 月 １～３月 

○仕出し弁当店 

 

 

 

 

 

○◇各種製造業一斉監視指

導 

 

 

 

 

○大規模飲食店 

 

 

 

 

 

○◇小岩駅ビル（加工食品・

そう菜等） 

○◇歳末食品等販売店舗 

 

 

 

◇残留農薬検査（スーパー等販

売店） 

○◇輸入食品 

◇アレルギー物質検査 

○◇各種製造業一斉監視指導 

 

 

 

 

 

◎スーパー一斉監視指導

（鮮魚・食肉・寿司弁当等） 

◎食肉処理業一斉監視指導 

◎葛西臨海公園内飲食店等 

◎花火大会模擬店監視指導 

 

◎社会福祉施設給食・学校給

食等一斉監視指導 

◎保育園給食一斉監視指導 

◎区民まつり模擬店監視指導 

 

 

◎区立小・中学校給食 

◎ふぐ取扱所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○印 微生物検査を実施  ◇印 理化学検査を実施 

◎印 監視指導（必要に応じて検査を実施します） 

※ その他必要に応じて立入検査を実施します。 

別紙① 

◎各種製造業調査  【通年】 

◎生肉料理提供店  【通年】 

◎テイクアウト提供店【通年】 

◎ＨＡＣＣＰフォロー【通年】 

◎輸入食品取扱店舗 【通年】 

◎子ども食堂    【通年】 

◎縁日・祭礼等模擬店【通年】 
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令和６年度 食品・調理器具等の検査予定表 

 ４～５月 ６～８月 ９～10 月 11～12 月 １～３月 

微
生
物
検
査 

【食中毒細菌等】 

○仕出し弁当店（副菜等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【食中毒細菌等】 

○各種製造業 

（そう菜・清涼飲料水・魚

介類加工品・卵加工品等） 

 

 

 

 

 

 

【食中毒細菌等】 

○大規模飲食店（すし種・

にぎり・副食等） 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【食中毒細菌等】 
○輸入食品 
（清涼飲料水・菓子等） 
○各種製造業 

（そう菜・魚介類加工品等） 

 
 
 
 
 

理
化
学
検
査 

 
 
 
 
 
 
 

【食品添加物】 
◇各種製造業 
（清涼飲料水・ 
魚介類加工品・食肉製品等） 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

【食品添加物】 
◇歳末食品 
（漬物・魚介類加工品・

食肉製品等） 
 
 
 
 
 
 

【食品添加物】 
◇各種製造業 
（魚介類加工品・食肉製品等） 
【残留農薬】 
◇輸入冷凍野菜・果実 
【アレルギー物質】 
◇菓子・そう菜 等 
 
 
 

簡
易
検
査 

 

 

 

 

 

 

別紙② 

※ その他必要に応じて収去検査を実施します。 

【スタンプによるふき取り検査】調理器具・冷蔵庫など 
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食中毒・食品表示 
情報等の通知 

HACCP 承認手続 
登録検査機関情報 

厚生労働省 

(食品衛生法・ 

健康増進法等) 

江 戸 川 区 

照会・報告

生活衛生課 

食品衛生第一係 

食品衛生第二係 

(食品衛生法等) 

健康サービス課 

(食品表示法・健康増進法) 

通知・回答・違反 
情報・調査依頼 

広域監視部 

別紙③ 

他 自 治 体 

国・道府県・市町村等 

関連部署 

国及び他自治体等との連携協力体制 

登録検査

機関 

保健所 

保健予防課 

(感染症予防法) 

内閣府 

消費者庁 

(食品表示法、消費者安全法) 

生活衛生課 

保健衛生研究

センター 

内閣府 

食品安全委員会 

(食品安全基本法) 

近隣自治体 

特別区・関連部署 

健康安全研究センター 

微生物部 

食品化学部 

東 京 都 

厚生労働省 

関東信越厚生局 

(食品衛生法等) 

農林水産省 

関東農政局 

(ＪＡＳ法等) 

消費者センター 

(消費者安全法) 

区役所関連部署 

教育委員会・子ども家庭部 

都市開発部・環境部 等 

 

表示情報・生産段階の 
食品安全規制確保 

検体送付 
検査依頼 

ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ 
情報交換 

成績通知 

調査協力 
情報交換 

検体送付 
検査依頼 

情報連携 

連携 連携 

表示監視 

通知・回答・照会・ 
依頼・報告 

検査委託 

広域監視 

食中毒・不利益 
処分・違反処理・

自主回収報告等

における連携 

食品表示連携 

食品監視課 

(食品衛生法・食品表示法・ 

ＪＡＳ法等) 

※(  )内は主な管轄法令名
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江戸川区江戸川保健所生活衛生課（食品衛生担当） 

〒133-0052 江戸川区東小岩３－２３－３（小岩健康サポートセンター内） 

 電 話 ０３－３６５８－３１７７ 

 ＦＡＸ ０３－３６７１－５７９８ 

 


